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○ 地方自治法 〔昭和二十二年四月十七日法律第六十七号 〕

（歳計剰余金の処分）

第二百三十三条の二 各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌

年度の歳入に編入しなければならない。ただし、条例の定めるところにより、

又は普通地方公共団体の議会の議決により、剰余金の全部又は一部を翌

年度に繰り越さないで基金に編入することができる。

（現金及び有価証券の保管）

第二百三十五条の四 普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金（以下「歳計現

金」という。）は、政令の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法により

これを保管しなければならない。

２ 債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない

現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保

管することができない。

３ 法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体が

保管する前項の現金（以下「歳入歳出外現金」という。）には、利子を付さな

い。

（基金）

第二百四十一条 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の

目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用する

ための基金を設けることができる。

２ 基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率

的に運用しなければならない。

３ 第一項の規定により特定の目的のために財産を取得し、又は資金を積み

立てるための基金を設けた場合においては、当該目的のためでなければこれ

を処分することができない。

４ 基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ毎

会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。

５ 第一項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基

金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その

運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見

を付けて、第二百三十三条第五項の書類と併せて議会に提出しなければな

らない。

６ 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
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７ 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支

出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若

しくは処分又は債権の管理の例による。

８ 第二項から前項までに定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要

な事項は、条例でこれを定めなければならない。
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○ 地方自治法施行令 〔昭和二十二年五月三日号外政令第十六号 〕

（歳計現金の保管）

第百六十八条の六 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関その他の確実

な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によつて保管しなけ

ればならない。

（交付金の交付）

第二百十条の十二 普通交付金は、地方自治法第二百八十一条第二項の

規定により特別区が処理することとされている事務の処理に要する経費につ

き、地方交付税法（昭和二十五年法律第二百十一号）第十一条から第十

三条までに規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により算定した財

政需要額（以下「基準財政需要額」という。）が、地方税法第一条第二項に

おいて同法第七百三十六条第一項の規定による読替えをして準用する同

法第五条第二項の規定により特別区が課する税、同法第七百三十四条第

三項において読替えをして準用する同法第七十一条の二十六第一項の規

定により特別区に交付するものとされる利子割に係る交付金（以下この項に

おいて「利子割交付金」という。）、同法第七百三十四条第三項において読

替えをして準用する同法第七十一条の四十七第一項の規定により特別区

に交付するものとされる配当割に係る交付金（以下この項において「配当割

交付金」という。）、同法第七百三十四条第三項において読替えをして準用

する同法第七十一条の六十七第一項の規定により特別区に交付するもの

とされる株式等譲渡所得割に係る交付金（以下この項において「株式等譲

渡所得割交付金」という。）、同法第七十二条の百十五第一項の規定により

特別区に交付するものとされる地方消費税に係る交付金（以下この項にお

いて「地方消費税交付金」という。）、同法第百三条の規定により特別区に

交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金（以下この項において「ゴ

ルフ場利用税交付金」という。）及び同法第六百九十九条の三十二第一項

の規定により特別区に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金

（以下この項において「自動車取得税交付金」という。）の収入額並びに地方

道路譲与税法（昭和三十年法律第百十三号）、自動車重量譲与税法（昭

和四十六年法律第九十号）及び航空機燃料譲与税法（昭和四十七年法

律第十三号 ）の規定により特別区に譲与するものとされる地方道路譲与税、

自動車重量譲与税及び航空機燃料譲与税の額並びに道路交通法（昭和

三十五年法律第百五号）附則第十六条第一項の規定により特別区に交付

するものとされる交通安全対策特別交付金の額につき、特別区が課する税
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にあつては地方交付税法第十四条第二項に規定する基準税率に係る率を

百分の八十五とし、利子割交付金にあつては同条第一項の利子割交付金

の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、配当割交付金に

あつては同項の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分

の八十五とし、株式等譲渡所得割交付金にあつては同項の株式等譲渡所

得割交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、地方

消費税交付金にあつては同項の地方消費税交付金の収入見込額の百分

の七十五の率を百分の八十五とし、ゴルフ場利用税交付金にあつては同項

のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八

十五とし、自動車取得税交付金にあつては同項の自動車取得税交付金の

収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、同条第一項及び第

三項並びに同法附則第七条に規定する算定方法におおむね準ずる算定方

法により算定した財政収入額（以下「基準財政収入額」という。）を超える特

別区に対して、次項に定めるところにより交付する。

２ 各特別区に対して交付すべき普通交付金の額は、当該特別区の基準財政

需要額が基準財政収入額を超える額（以下この項において「財源不足額」と

いう。）とする。ただし、各特別区について算定した財源不足額の合算額（以

下「財源不足額合算額」という。）が普通交付金の総額を超える場合におい

ては、次の式により算定した額とする。

●当該特別区の財源不足額－当該特別区の基準財政需要額×（財源

不足額合算額－普通交付金の総額）／基準財政需要額が基準財政

収入額を超える特別区の基準財政需要額の合算額●

３ 各年度において、普通交付金の総額が前項ただし書の規定により算定した

各特別区に対して交付すべき普通交付金の合算額に満たない場合において

は、当該不足額は、当該年度の特別交付金の総額を減額してこれに充てる

ものとする。

４ 特別交付金は、普通交付金の額の算定期日後に生じた災害等のため特別

の財政需要があり、又は財政収入の減少があることその他特別の事情があ

ると認められる特別区に対し、当該事情を考慮して交付する。
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○ 地方税法 〔昭和二十五年七月三十一日号外法律第二百二十六号 〕

（用語）

第一条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。

一 地方団体 道府県又は市町村をいう。

二 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。

三 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町

村長若しくはその委任を受けた市町村職員をいう。

四 地方税 道府県税又は市町村税をいう。

五 標準税率 地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上

その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税

率をいい、総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の

算定の基礎として用いる税率とする。

六 納税通知書 納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠と

なつた法律及び当該地方団体の条例の規定、納税者の住所及び氏名、

課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並

びに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及

び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で当該地方

団体が作成するものをいう。

七 普通徴収 徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによつ

て地方税を徴収することをいう。

八 申告納付 納税者がその納付すべき地方税の課税標準額及び税額を

申告し、及びその申告した税金を納付することをいう。

九 特別徴収 地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、且

つ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。

十 特別徴収義務者 特別徴収によつて地方税を徴収し、且つ、納入する

義務を負う者をいう。

十一 申告納入 特別徴収義務者がその徴収すべき地方税の課税標準額

及び税額を申告し、及びその申告した税金を納入することをいう。

十二 納入金 特別徴収義務者が徴収し、且つ、納入すべき地方税をいう。

十三 証紙徴収 地方団体が納税通知書を交付しないでその発行する証紙

をもつて地方税を払い込ませることをいう。

十四 地方団体の徴収金 地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少

申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
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２ この法律中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定は特別区に

準用する。この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、

「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、それぞれ

「都」、「都税」、「都民税」、「都たばこ税」、「都知事」又は「都職員」と、「市

町村」、「市町村税」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」、「市町村長」又は

「市町村職員」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区税」、「特別区民税」、

「特別区たばこ税」、「特別区長」又は「特別区職員」と読み替えるものとす

る。

３ 都の市町村及び特別区に対するこの法律の適用については、「道府県知

事」とあるのは、「都知事」と読み替えるものとする。

４ 全部事務組合は、この法律の適用については、一町村とみなす。

（地方団体の課税権）

第二条 地方団体は、この法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収す

ることができる。

（市町村が課することができる税目）

第五条 市町村税は、普通税及び目的税とする。

２ 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収

に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその

他特別の事情があるものについては、この限りでない。

一 市町村民税

二 固定資産税

三 軽自動車税

四 市町村たばこ税

五 鉱産税

六 特別土地保有税

３ 市町村は、前項に掲げるものを除く外、別に税目を起して、普通税を課する

ことができる。

４ 鉱泉浴場所在の市町村は、目的税として、入湯税を課するものとする。

５ 指定都市等（第七百一条の三十一第一項第一号の指定都市等をいう。）

は、目的税として、事業所税を課するものとする。

６ 市町村は、前二項に規定するものを除くほか、目的税として、次に掲げるも

のを課することができる。

一 都市計画税

二 水利地益税
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三 共同施設税

四 宅地開発税

五 国民健康保険税

７ 市町村は、第四項及び第五項に規定するもの並びに前項各号に掲げるも

のを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。

（特別区における特例）

第七百三十六条 第一条第二項の規定によつてこの法律中市町村に関する

規定を特別区に準用する場合においては、第五条第二項中「一 市町村民

税／二 固定資産税／三 軽自動車税／四 市町村たばこ税／五 鉱産税

／六 特別土地保有税」とあるのは「一 特別区民税／二 軽自動車税／

三 特別区たばこ税／四 鉱産税 」と、同条第六項中「一 都市計画

税／二 水利地益税／三 共同施設税／四 宅地開発税／五 国民健康

保険税」とあるのは「一 水利地益税／二 共同施設税／三 宅地開発税

／四 国民健康保険税」と読み替えるものとする。

２ 第五条第五項の規定は、第一条第二項の規定にかかわらず、特別区に準

用しないものとする。

３ 特別区は、特別区民税として第五条第二項第一号に掲げる税のうち個人

に対して課するものを課するものとし、これについては、第三章第一節（法人

等の市町村民税に関する部分の規定を除く。）の規定を準用する。
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○ 地方財政法 〔昭和二十三年七月七日号外法律第百九号 〕

（地方公共団体における年度間の財源の調整）

第四条の三 地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年度における地方

交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該

地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなると

き又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額（普通税、特

別とん譲与税、国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府

県交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金及び地方交付税又は

特別区財政調整交付金の額の合算額をいう。以下同じ。）が当該地方公共

団体の前年度における一般財源の額を超えることとなる場合において、当該

超過額が新たに増加した当該地方公共団体の義務に属する経費に係る一

般財源の額を著しく超えることとなるときは、その著しく超えることとなる額を、

災害により生じた経費の財源若しくは災害により生じた減収を埋めるための

財源、前年度末までに生じた歳入欠陥を埋めるための財源又は緊急に実施

することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要

やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てる場合のほか、翌年度以

降における財政の健全な運営に資するため、積み立て、長期にわたる財源

の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充て、又は償還期

限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てなければならない。

２ 前項の規定により積み立てた金額（以下「積立金」という。）から生ずる収入

は、すべて積立金に繰り入れなければならない。

３ 積立金は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政

府保証債券（その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債

券をいう。）その他の証券の買入れ等の確実な方法によつて運用しなければ

ならない。

（地方債の制限）

第五条 地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源とし

なければならない。ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその

財源とすることができる。

一 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業（以下

「公営企業」という。）に要する経費の財源とする場合

二 出資金及び貸付金の財源とする場合（出資又は貸付けを目的として土

地又は物件を買収するために要する経費の財源とする場合を含む。）

三 地方債の借換えのために要する経費の財源とする場合
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四 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする

場合

五 学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、

河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業

費（公共的団体又は国若しくは地方公共団体が出資している法人で政令

で定めるものが設置する公共施設の建設事業に係る負担又は助成に要

する経費を含む。）及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地

としてあらかじめ取得する土地の購入費（当該土地に関する所有権以外

の権利を取得するために要する経費を含む。）の財源とする場合

（地方債の協議等）

第五条の三 地方公共団体は、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若し

くは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、総務

大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。ただし、軽微な場合その

他の総務省令で定める場合については、この限りでない。

２ 前項に規定する協議は、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、資

金、利率、償還の方法その他政令で定める事項を明らかにして行うものとす

る。

３ 地方公共団体は、第一項に規定する協議において総務大臣又は都道府県

知事の同意を得た地方債についてのみ、当該同意に係る政令で定める公的

資金を借り入れることができる。

４ 総務大臣又は都道府県知事が第一項に規定する協議において同意をした

地方債に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法（昭和二十五年法

律第二百十一号）第七条の定めるところにより、同条第二号の地方団体の

歳出総額の見込額に算入されるものとする。

５ 地方公共団体が、第一項に規定する協議の上、総務大臣又は都道府県

知事の同意を得ないで、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償

還の方法を変更しようとする場合には、当該地方公共団体の長は、その旨を

あらかじめ議会に報告しなければならない。ただし、地方公共団体の長におい

て特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであ

ると認める場合その他政令で定める場合は、当該地方公共団体が、当該同

意を得ないで、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法

を変更した後に、次の会議においてその旨を議会に報告することをもつて足り

る。

６ 総務大臣は、毎年度、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県

知事が第一項 に規定する協議における同意並びに次条第一項及び第三
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項から第五項までに規定する許可をするかどうかを判断するために必要とさ

れる基準を定め、並びに総務大臣又は都道府県知事が第一項に規定する

協議において同意をする地方債（次条第一項及び第三項から第五項までの

規定により許可をする地方債を含む。）の予定額の総額その他政令で定め

る事項に関する書類を作成し、これらを公表するものとする。

７ 総務大臣は、第一項に規定する協議における総務大臣の同意並びに前項

に規定する基準の作成及び同項の書類の作成については、地方財政審議

会の意見を聴かなければならない。

（地方債についての関与の特例）

第五条の四 次に掲げる地方公共団体は、地方債を起こし、又は起債の方法、

利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところによ

り、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合

においては、前条第一項の規定による協議をすることを要しない。

一 当該年度の前年度の歳入（政令で定めるところにより算定した歳入をい

う。以下この号 において同じ。）が歳出（政令で定めるところにより算定し

た歳出をいう。以下この号において同じ。）に不足するため当該年度の歳

入を繰り上げてこれに充てた額並びに実質上当該年度の前年度の歳入

が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払

を当該年度に繰り延べた額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に

係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越した額の合算額が、政令で

定めるところにより算定した額以上である地方公共団体

二 政令で定める地方債に係る元利償還金（政令で定めるものを除く。以下

この号において「地方債の元利償還金」という。）の額と地方債の元利償

還金に準ずるものとして政令で定めるもの（以下この号において「準元利償

還金」という。）の額との合算額から地方債の元利償還金又は準元利償

還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額と地方交

付税法の定めるところにより地方債に係る元利償還に要する経費として普

通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入される額として総

務省令で定めるところにより算定した額（特別区にあつては、これに相当す

る額として総務大臣が定める額とする。以下この号において「算入公債費

の額」という。）との合算額を控除した額を標準的な規模の収入の額として

政令で定めるところにより算定した額から算入公債費の額を控除した額で

除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したも

のの三分の一の数値が、政令で定める数値以上である地方公共団体

三 地方債の元利償還金の支払を遅延している地方公共団体
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四 過去において地方債の元利償還金の支払を遅延したことがある地方公

共団体のうち、将来において地方債の元利償還金の支払を遅延するおそ

れのあるものとして政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの

五 前条第一項の規定による協議をせず又はこの項及び第三項から第五項

までの規定による許可を受けずに地方債を起こし又は起債の方法、利率

若しくは償還の方法を変更した地方公共団体のうち、政令で定めるところ

により総務大臣が指定したもの

六 前条第一項の規定による協議をし、又はこの項及び第三項から第五項

までの規定による許可を受けるに当たつて、当該協議若しくは許可に関す

る書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為をした地方公共団体の

うち、政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの

２ 総務大臣は、前項第四号から第六号までの規定による指定の必要がなくな

つたと認めるときは、政令で定めるところにより、当該指定を解除するものとす

る。

３ 経営の状況が悪化した公営企業で次に掲げるものを経営する地方公共団

体（第一項各号に掲げるものを除く。）は、当該公営企業に要する経費の財

源とする地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更

しようとする場合は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知

事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第一項の規定

による協議をすることを要しない。

一 地方公営企業法（昭和二十七年法律第二百九十二号）第二条第一項

に規定する地方公営企業のうち繰越欠損金があるもの並びに地方公営

企業以外の企業で同条第二項又は第三項の規定により同法の規定の全

部又は一部を適用するもののうち繰越欠損金があるもの及び当該年度に

おいて新たに同法の規定の全部又は一部を適用したもので、政令で定め

るところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定め

るところにより算定した額以上であるもの

二 前号に掲げるもののほか、第六条に規定する公営企業で政令で定めるも

ののうち政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不

足額が政令で定めるところにより算定した額以上であるもの

４ 普通税（地方消費税、道府県たばこ税、市町村たばこ税、鉱区税、特別土

地保有税及び法定外普通税を除く。）の税率のいずれかが標準税率未満で

ある地方公共団体（第一項各号に掲げるものを除く。）は、第五条第五号に

規定する経費の財源とする地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは

償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、総務大臣
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又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前

条第一項の規定による協議をすることを要しない。

５ 地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第五条第二項に掲げる

税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項第三号の規定により都が

課するもの（特別土地保有税を除く。）の税率のいずれかが標準税率未満で

ある場合においては、特別区（第一項各号に掲げるもの及び前項の規定に

より許可を受けなければならないものとされるものを除く。）は、第五条第五号

に規定する経費の財源とする地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しく

は償還の方法を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、都知事

の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第一項の規定に

よる協議をすることを要しない。

６ 前条第一項ただし書の規定は、第一項及び第三項から第五項までの規定

により許可を受けなければならないものとされる場合について、同条第三項の

規定は、第一項及び第三項から第五項までに規定する許可を得た地方債

について、同条第四項の規定は、第一項及び第三項から第五項までに規定

する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について準用する。

７ 総務大臣は、第一項、第三項及び第四項の総務大臣の許可並びに第一

項第四号から第六号までの規定による指定及び第二項の規定による指定

の解除については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

（剰余金）

第七条 地方公共団体は、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を

生じた場合においては、当該剰余金のうち二分の一を下らない金額は、これ

を剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて

行なう地方債の償還の財源に充てなければならない。

２ 第四条の三第二項及び第三項並びに第四条の四の規定は、前項の規定

により積み立てた金額について準用する。

３ 前条の公営企業について、歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合におい

ては、第一項の規定にかかわらず、議会の議決を経て、その全部又は一部

を一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。

４ 第一項及び前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める。
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○ 地方交付税法 〔昭和二十五年五月三十日法律第二百十一号 〕

（基準財政収入額の算定方法）

第十四条 基準財政収入額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した

当該道府県の普通税（法定外普通税を除く。）並びに自動車取得税及び軽

油引取税の収入見込額（利子割の収入見込額については基準税率をもつ

て算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付

見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、配当割の収入見込

額については基準税率をもつて算定した当該道府県の配当割の収入見込

額から地方税法第七十一条の四十七の規定により市町村に対し交付する

ものとされる配当割に係る交付金（以下「配当割交付金」という。）の交付見

込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、株式等譲渡所得割の

収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の株式等譲

渡所得割の収入見込額から同法第七十一条の六十七の規定により市町

村に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金（以下「株式

等譲渡所得割交付金」という。）の交付見込額の百分の七十五に相当する

額を控除した額とし、地方消費税の収入見込額については基準税率をもつ

て算定した当該道府県の地方消費税の収入見込額から同法第七十二条

の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係

る交付金（以下「地方消費税交付金」という。）の交付見込額の百分の七十

五に相当する額を控除した額とし、ゴルフ場利用税の収入見込額については

基準税率をもつて算定した当該道府県のゴルフ場利用税の収入見込額か

ら同法第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものと

されるゴルフ場利用税に係る交付金（以下「ゴルフ場利用税交付金」とい

う。）の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、自動車

取得税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の

自動車取得税の収入見込額から同法第六百九十九条の三十二の規定に

より市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金（以下「自動

車取得税交付金」という。）の交付見込額の百分の七十五に相当する額を

控除した額とし、道路法第七条第三項の市（以下「指定市」という。）を包括

する道府県の軽油引取税の収入見込額については基準税率をもつて算定

した当該道府県の軽油引取税の収入見込額から地方税法第七百条の四

十九第一項の規定により指定市に対し交付するものとされる軽油引取税に

係る交付金（以下「軽油引取税交付金」という。）の交付見込額の百分の七

十五に相当する額を控除した額とする。）、当該道府県の地方税法第四百

八十五条の十三の規定により都道府県に対し交付するものとされる市町村
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たばこ税に係る交付金（以下「市町村たばこ税都道府県交付金」という。）の

収入見込額の百分の七十五の額、当該道府県の地方道路譲与税、石油

ガス譲与税及び航空機燃料譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算

定した当該道府県の国有資産等所在市町村交付金法（昭和三十一年法

律第八十二号）第十四条第一項の国有資産等所在都道府県交付金（以

下「都道府県交付金」という。）の収入見込額の合算額、市町村にあつては

基準税率をもつて算定した当該市町村の普通税（法定外普通税を除く。）及

び事業所税の収入見込額（市町村たばこ税の収入見込額については、基準

税率をもつて算定した当該市町村の市町村たばこ税の収入見込額から市

町村たばこ税都道府県交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する

額を控除した額とする。）、当該市町村の利子割交付金の収入見込額の百

分の七十五の額、当該市町村の配当割交付金の収入見込額の百分の七

十五の額、当該市町村の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分

の七十五の額、当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の

七十五の額、当該市町村のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の

七十五の額、当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の

七十五の額、当該市町村の特別とん譲与税、地方道路譲与税、自動車重

量譲与税及び航空機燃料譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算

定した国有資産等所在市町村交付金法第二条第一項の国有資産等所在

市町村交付金（以下「市町村交付金」という。）の収入見込額の合算額（指

定市については、基準税率をもつて算定した当該指定市の普通税（法定外

普通税を除く。）及び事業所税の収入見込額（市町村たばこ税の収入見込

額については、基準税率をもつて算定した当該指定市の市町村たばこ税の

収入見込額から市町村たばこ税都道府県交付金の交付見込額の百分の

七十五に相当する額を控除した額とする。）、当該指定市の利子割交付金

の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の配当割交付金の収入

見込額の百分の七十五の額、当該指定市の株式等譲渡所得割交付金の

収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の地方消費税交付金の収

入見込額の百分の七十五の額、当該指定市のゴルフ場利用税交付金の収

入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の自動車取得税交付金の収

入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の軽油引取税交付金の収入

見込額の百分の七十五の額、当該指定市の特別とん譲与税、地方道路譲

与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税及び航空機燃料譲与税の収

入見込額並びに基準率をもつて算定した当該指定市の市町村交付金の収

入見込額の合算額）とする。
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２ 前項の基準税率は、地方税法第一条第一項第五号にいう標準税率（標準

税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。）の道府県

税にあつては百分の七十五に相当する率（同法第七十二条の二十四の四

に規定する課税標準により課する事業税については、当該道府県が同法第

七十二条の二十四の七第八項の規定により定める税率を基礎として総務

省令で定める率の百分の七十五に相当する率とする。）、市町村税にあつて

は百分の七十五に相当する率とし、前項の基準率は、都道府県交付金にあ

つては国有資産等所在市町村交付金法第三条第一項に規定する率の百

分の七十五に相当する率、市町村交付金にあつては同項に規定する率の

百分の七十五に相当する率とする。
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○ 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例

〔昭和四三年三月三〇日東京都条例第一五号〕

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百

八十二条第一項及び第二項の規定に基づき、特別区財政調整交付金について必要な事

項を定めることを目的とする。

(平一二条例一二・全改)

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。

一 交付金 法第二百八十二条第一項に規定する特別区財政調整交付金をいう。

二 基準財政需要額 各特別区の財政需要を合理的に測定するために、地方自治法施行

令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第二百十条の十二の規定に基づき、

当該特別区について第九条の規定により算定した額をいう。

三 基準財政収入額 各特別区の財政力を合理的に測定するために、令第二百十条の十

二の規定に基づき、当該特別区について第十二条の規定により算定した額をいう。

四 測定単位 特別区が執行する行政の種類ごとに設けられ、かつ、この種類ごとにその

量を測定する単位で、毎年度の基準財政需要額を算定するために用いるものをいう。

五 単位費用 特別区が合理的かつ妥当な水準において特別区の行政を行なう場合又は

特別区の管理する施設を維持する場合に要する経費を基準とし、特別区が収入すべき

補助金、負担金、手数料、使用料、分担金その他これらに類する収入及び特別区税の

収入のうち基準財政収入額に相当するもの以外のものを財源とすべき部分を除いて算

定した各測定単位の単位当たりの費用(当該測定単位の数値につき第十一条第一項の

規定の適用があるものについては、当該規定を適用した後の測定単位の単位当たりの

費用)で、普通交付金の算定に用いる特別区の行政の種類ごとの経費の額を決定する

ために、測定単位の数値に乗ずるべきものをいう。

(基準財政収入額の算定方法)

第十二条 基準財政収入額は、令第二百十条の十二第一項に定める基準税率をもつて算

定した当該特別区の普通税(地方税法第一条第二項において同法第七百三十六条第一

項の規定による読替えをして準用する同法第五条第二項の規定により特別区が課す

る普通税をいう。)の収入見込額の合算額に、地方税法第七十一条の二十六第一項の

規定により当該特別区に交付するものとされる都民税利子割に係る交付金(以下「利

子割交付金」という。)、同法第七十一条の四十七第一項の規定により当該特別区に

交付するものとされる都民税配当割に係る交付金(以下「配当割交付金」という。)、



20

同法第七十一条の六十七第一項の規定により当該特別区に交付するものとされる都

民税株式等譲渡所得割に係る交付金(以下「株式等譲渡所得割交付金」という。)、同

法第七十二条の百十五第一項の規定により当該特別区に交付するものとされる地方

消費税に係る交付金(以下「地方消費税交付金」という。)、同法第百三条の規定によ

り特別区に交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金(以下「ゴルフ場利用

税交付金」という。)及び同法第六百九十九条の三十二第一項の規定により当該特別

区に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金(以下「自動車取得税交付金」

という。)の収入見込額に百分の八十五を乗じて得た額並びに地方道路譲与税法(昭和

三十年法律第百十三号)、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)及び航空

機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)の規定により当該特別区に譲与するも

のとされる地方道路譲与税、自動車重量譲与税及び航空機燃料譲与税の収入見込額並

びに道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定により当該

特別区に交付するものとされる交通安全対策特別交付金の収入見込額を加算した額

とする。

2 前項の基準財政収入額は、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲

げる算定の基礎によつて、東京都規則で定めるところにより算定するものとする。

収入の項目 収入見込額の算定の基礎

一 特別区民税 前三年度に課税された、又は課税されるべきで

あつた税額

二 軽自動車税 前三年度に課税された、又は課税されるべきで

あつた税額

三 特別区たばこ税 前三年度に納付された、又は納付されるべきで

あつた税額

四 鉱産税 前三年度に納付された、又は納付されるべきで

あつた税額

五 利子割交付金 前三年度に交付された交付金の額

六 配当割交付金 前三年度に交付された交付金の額

七 株式等譲渡所得割交付金 前三年度に交付された交付金の額

八 地方消費税交付金 前三年度に交付された交付金の額

九 ゴルフ場利用税交付金 前三年度に交付された交付金の額

十 自動車取得税交付金 前三年度に交付された交付金の額

十一 地方道路譲与税 前三年度に譲与された譲与税の額

十二 自動車重量譲与税 前三年度に譲与された譲与税の額
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十三 航空機燃料譲与税 前三年度に譲与された譲与税の額

十四 交通安全対策特別交付金 前三年度に交付された交付税の額

(昭四三条例五八・昭四七条例一五・昭四九条例八一・昭五〇条例七四・昭五一条

例五五・昭五二条例五〇・昭五九条例七・昭六一条例九・昭六三条例一三・平元条

例二四・平九条例六・一部改正、平一二条例一二・旧第十三条繰上・一部改正、平

一六条例八・一部改正)


